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10
月
は
「
土
地
月
間
」
で
す

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
に
は
届
出
が
必
要
で
す

※
一
定
面
積
と
は
？

（
届
出
の
必
要
な
土
地
取
引
）

（１）都市計画区域

　　　5,000㎡以上

　　　（５反歩）

（２）都市計画区域以外の区域

　　　10,000㎡以上

　　　（１町歩）

【例】

２．白鷹町基準地価格

基準地の所在
今年価格
（円/㎡）

前年価格
（円/㎡）

変動率
（％）

大字十王字本宿2934番1（本宿7町内） 7,260 7,370 △1.5

大字鮎貝字八幡一1104番4　外3筆（新野医院付近） 7,050 7,200 △2.1

大字鮎貝字内町二3284番4　外1筆（内町通り中央） 10,500 10,800 △2.8

大字鮎貝字神明六2886番2　外3筆（ﾏﾙﾊニチロ食品付近） 7,150 7,400 △3.4

◇
地
価
調
査
と
は

　

地
価
調
査
と
は
、
県
内
全
市
町

村
を
対
象
と
し
て
、
各
地
域
で
基

準
と
な
る
土
地
（
こ
れ
を
基
準
地

と
い
い
ま
す
。）を
選
ん
で
、
そ
の

適
正
な
土
地
価
格
を
公
表
す
る
も

の
で
、
土
地
を
売
買
す
る
際
の
目

安
に
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
地
価
調
査
価
格
は
、
国

・
地
方
公
共
団
体
等
が
公
共
用
地

等
を
買
収
す
る
場
合
の
基
準
と
さ

れ
る
ほ
か
、
国
土
利
用
計
画
法
に

基
づ
い
て
土
地
売
買
の
届
出
が
あ

っ
た
土
地
の
取
引
価
格
の
審
査
・

分
析
を
す
る
と
き
の
基
準
と
も
さ

れ
る
も
の
で
、
適
正
な
地
価
の
形

成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

◇
土
地
売
買
の
と
き
に
は
、
ま
ず

地
価
調
査
価
格
を
調
べ
ま
し
ょ
う

　　

売
買
の
対
象
と
な
る
土
地
の
条

件
（
土
地
の
形
状
、
道
路
の
条
件
、

最
寄
駅
か
ら
の
距
離
、
上
下
水
道

の
整
備
状
況
な
ど
）
を
基
準
地
の

条
件
と
比
較
す
れ
ば
、
お
お
よ
そ

の
適
正
な
価
格
が
わ
か
り
ま
す
の

で
、
土
地
売
買
の
と
き
に
は
、
ま

ず
地
価
調
査
価
格
を
お
調
べ
く
だ

さ
い
。
地
価
調
査
の
基
準
地
は
、

皆
さ
ん
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
地
価
調
査
価
格
は
、
７

月
１
日
現
在
の
価
格
で
す
の
で
、

そ
の
後
の
地
価
動
向
も
考
慮
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

◇
地
価
調
査
結
果
は
、
役
場
で
簡

単
に
閲
覧
で
き
ま
す

　　

地
価
調
査
の
基
準
地
価
格
、
基

準
地
が
接
す
る
道
路
の
種
類
・
幅

員
、
基
準
地
の
周
辺
の
土
地
利
用

状
況
な
ど
を
詳
し
く
記
載
し
た
地

価
調
査
の
関
係
書
面
は
、
役
場
及

び
県
庁
で
、
だ
れ
で
も
簡
単
に
閲

覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

そ
の
内
容
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

◇
一
定
面
積
以
上
の
土
地
に
つ
い

て
は
、
売
買
等
の
取
引
を
す
る
場

合
は
届
出
が
必
要
で
す

　　

市
街
化
区
域
は
２
０
０
０
㎡
、

市
街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画
区

域
は
５
０
０
０
㎡
、
都
市
計
画
区

域
以
外
の
区
域
に
つ
い
て
は
１
万

㎡
以
上
の
土
地
の
売
買
な
ど
を
行

う
場
合
は
、
契
約
を
結
ん
だ
後
2

週
間
以
内
に
届
出
が
必
要
で
す
の

で
、
買
い
主
が
必
ず
役
場
（
総
務

課
）
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
度

地
価
調
査
結
果
に
つ
い
て

　

９
月
18
日
に
県
か
ら
平
成
26
年

度
地
価
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
ま

し
た
。
本
町
に
関
す
る
も
の
は
次

の
と
お
り
で
す
。

１．対前年度変動率（％）

住宅地 商業地 工業地 全用途

山形県平均 △1.7 △2.4 △2.3 △2.0

白鷹町平均 △1.8 △2.8 △3.4 △2.5

【届出が必要な取引】
◆売買、交換
◆営業譲渡
◆譲渡担保
◆代物弁済
◆共有持分の譲渡
◆地上権、賃借権の設定、譲渡
◆予約完結権、買戻権などの譲渡

　

■
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課
企
画
室
企
画
調
整
係

　

☎
85

－

６
１
２
３

※
契
約
後
２
週
間
以
内
に
届
出
し

　
ま
し
ょ
う
。  

一
団
の
土
地
取
引
に
つ
い
て
も
届

出
が
必
要
で
す
。




